
協議者 町（環境課）

軽井沢町の自然保護のための土地利用行為の手続等に関する条例に基づく事前協議の流れ

・協議の内容により、町ホームページから

協議書に係る様式をダウンロードしてくだ

さい

・協議書表紙下部に記載のある書類を用意

してください

・書類の準備ができましたら、協議書を町

環境課に提出してください。

（・担当者から書類の修正が求められた場

合は、修正のうえ再度ご提出ください。）

・協議内容によって、添付する書類が変わ

ります。添付書類については、ホームペー

ジをご確認いただくか、環境課までお問い

合わせください。

・提出いただいた書類を環境課内にて確認しま

す。（担当者で確認のうえ、不備や不足資料が

多い場合には課内審査の前に修正を依頼しま

す）

・誤字脱字の指摘や疑問点、意見などを付箋を

付けたうえでお返しします。

・環境課から近隣説明の開始を依頼します。

・修正完了後、書類の修正について確認さ

せていただく場合もございます。

・郵送でのご説明の場合は、10～14日ほど

の回答期限を設けていただくようお願いし

ます。

・書類を提出していただき、修正が完了し

たことを確認後、関係各課に審査を依頼し

ます。

・関係各課への審査後、決裁となりました

ら協議終了確認書が発行されます。

１．書類準備

２．協議書提出

（仮協議）

３．書類修正

４．近隣説明

・環境課より返却された書類の修正をして

ください。

・修正箇所についてご不明な点がありまし

たお問い合わせください。

６．協議終了

５．協議書提出

（本協議）

・協議終了確認（変更）書の発行により事

前協議が終了となります。

・事前協議終了後、関係する諸法令の手続

きを開始してください。

・修正が完了しましたら、近隣土地所有者等の

方への説明をお願いします。

・説明方法については、対面での説明を基本と

していますが、土地所有者等が遠隔地に居住し

ており、対面での説明が困難な場合は配達証明

等により、郵送での説明も可能としています。

・近隣説明が完了しましたら、近隣等説明

経過書を作成し、修正した協議書に添付

後、書類（表紙、誓約書、近隣等説明経過

書）に自署又は押印のうえ、正本１部・副

本１部以上をご提出ください。

【問い合わせ】

軽井沢町 環境課 自然保護対策係

電話（直通）0267-45-8556

Fax 0267-46-3165

電子メール kankyo(ｱｯﾄ)town.karuizawa.nagano.jp

１～２週間程度

概ね２週間

２～３週間程度

協議には平均２～３ヵ月時間を要します。ゆとりをもったスケジュール調整をお

願いいたします。


